
初等中等教育における創造性の涵養と
知的財産の意義の理解に向けて

ー知的財産に関わる資質・能力の育成ー

文部科学省初等中等教育局教育課程課

平 成 2 7 年 1 2 月 2 2 日
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会

参考資料３－１

平成27年11月30日
知的財産戦略本部
第２回検証・評価・企画委員会
ヒアリング文科省説明資料より

中央教育審議会総会
「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」諮問

平成26年11月

平成26年12月 教育課程部会
・教育課程企画特別部会を設置

平成27年１月 教育課程企画特別部会（第１回）

平成27年８月 教育課程企画特別部会（第14回）
教育課程部会
・「論点整理」をとりまとめ

新しい時代にふさわしい学習指導要領の基本的な考え方
や、教科・科目等の在り方、学習・指導方法及び評価方法
の在り方等に関する基本的な方向性について、計14回審議

論点整理の方向に沿って教科等別・学校種別に専門的に検討平成27年
秋以降

平成28年 教育課程部会又は教育課程企画特別部会における議論を踏まえて、審議の
まとめ

平成28年度内 中央教育審議会として答申
（小学校は32年度から、中学は33年度から全面実施予定。高校は34年度から年次進行により実施予定。）

学習指導要領改訂に係る議論に関するこれまでの経過と今後のスケジュール
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「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」諮問(平成26年11月）の概要

１．新しい時代に求められる資質・能力を踏まえた、初等中等教育全体を通じた改訂の基本方針、

学習・指導方法の在り方（アクティブ・ラーニング）や評価方法の在り方等

２．新たな教科･科目等の在り方や、既存の教科･科目等の目標･内容の見直し

○グローバル社会において求められる英語教育の在り方（小学校における英語教育の拡充強化、
中・高等学校における英語教育の高度化）

○国家及び社会の責任ある形成者を育むための高等学校教育の在り方

・主体的に社会参画するための力を育てる新たな科目等

・日本史の必修化の扱いなど地理歴史科の見直し

・より高度な思考力等を育成する新たな教科・科目

・より探究的な学習活動を重視する視点からの「総合的な学習の時間」の改善

・社会的要請も踏まえた専門学科のカリキュラムの在り方など、職業教育の充実

・義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための教科・科目等 など

３．各学校におけるカリキュラム･マネジメントや、学習･指導方法及び評価方法の改善支援の方策

◆ 子供たちが成人して社会で活躍する頃には、生産年齢人口
の減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、
社会や職業の在り方そのものも大きく変化する可能性。

◆ そうした厳しい挑戦の時代を乗り越え、伝統や文化に立脚し、
高い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しながら
価値の創造に挑み、未来を切り開いていく力が必要。

◆ そのためには、教育の在り方も一層進化させる必要。

◆ 特に、学ぶことと社会とのつながりを意識し、｢何を教え
るか｣という知識の質・量の改善に加え、「どのように学ぶ
か」という、学びの質や深まりを重視することが必要。ま
た、学びの成果として「どのような力が身に付いたか」と
いう視点が重要。

趣旨

⇒平成28年度中を目途に答申、2020年（平成32年）から順次実施予定

審議事項の柱

3
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教育課程部会了承
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（現代的な課題）

・ 社会的・職業的に自立した人間として、郷土や我が国が育んできた伝統や文化に
立脚した広い視野と深い知識を持ち、理想を実現しようとする高い志や意欲を持っ
て、個性や能力を生かしながら、社会の激しい変化の中でも何が重要かを主体的に
判断できること。

・ 他者に対して自分の考え等を根拠とともに明確に説明しながら、対話や議論を通
じて多様な相手の考えを理解したり自分の考え方を広げたりし、多様な人々と協働
していくことができること。

・ 社会の中で自ら問いを立て、解決方法を探索して計画を実行し、問題を解決に導
き新たな価値を創造していくとともに新たな問題の発見・解決につなげていくこと
ができること。

これからの時代に求められる在り方

グローバル化や情報化等の変化が加速度的となる中で、
将来の予測がますます難しい時代に。

知識基盤社会の中で、何が重要かを主体的に考え、他者と協働しながら
新たな価値の創造に挑み、社会の活性化と

個性や能力を活かした人生の充実を実現していくことが求められる。

中央教育審議会教育課程企画特別部会 論点整理

5

育成すべき資質・能力の三つの柱による教育課程の構造化

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を知っているか
何ができるか

個別の知識・技能

知っていること・できる
ことをどう使うか
思考力･判断力・表現力等

主体性･多様性･協働性
学びに向かう力
人間性 など

教科横断的な

カリキュラム・マネジメントの実現

どのように学ぶか

（アクティブ・ラーニングの視点からの
創造的な学習プロセスの実現）

中央教育審議会教育課程企画特別部会 論点整理 6
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「個別のいわゆる現代的な課題やテーマに焦点化した教育につ
いても、これらが教科横断的なテーマであることを踏まえ、それを
通じてどのような資質・能力の育成を目指すのかを整理し、学習
指導要領等の構造化の考え方の中で検討していくことが必要で
ある。」

現代的な課題に焦点化した教育について

中央教育審議会教育課程企画特別部会 論点整理

○知的財産に関わる「育成すべき資質・能力」とは何か。
- 新たな発見や科学的な思考力の源泉となる創造性
- 知的財産の意義（保護・活用の重要性）の理解

○そうした資質・能力をどのように育むか。
- アクティブ・ラーニングの視点からの創造的な学習プロセスの

実現

○教科等間相互の連携をいかに図るか。
- 教科横断的なカリキュラム・マネジメントの実現

7

知的財産に関する資質・能力のイメージ

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を知っているか
何ができるか

知的財産の意義の理解

創造的な思考等の基礎となる
各教科等の知識・技能

知っていること・できる
ことをどう使うか
創造的に思考・判断・表現

する力等

新たな知的創造や
知的財産の保護、活用に
向かう情意や態度等

教科横断的な

カリキュラム・マネジメントの実現

どのように学ぶか

（アクティブ・ラーニングの視点からの
創造的な学習プロセスの実現）
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初等中等教育段階における知的財産に関する資質・能力の育成に向けて①

発達段階に応じて、新たな発見や科学的な思考力の源泉となる創造性を育むともに、
知的財産の意義（保護・活用の重要性）に関する理解を育む。

現行学習指導要領（平成20・21年告示）における改善充実

【創造性の涵養】

平成１８年に改正された教育基本法において「豊かな人間性と
創造性を備えた人間の育成を期する」とされたことを踏まえ、各
教科等の特性に応じた創造性の涵養につながる力の育成が盛
り込まれた。

【知的財産の意義の理解】

○中学校 技術・家庭科〔技術分野〕

・新しい発想を生み出し活用することの価値に気付かせるなど、
知的財産を創造・活用しようとする態度の育成に配慮すること
が、新たに盛り込まれた。

○中学校 音楽科、美術科

・知的財産権等に関する記述が、新たに盛り込まれ た。

○高等学校 芸術（音楽、美術、工芸、書道）

・知的財産権等について配慮し、著作物等を尊重する態度の形
成を図ることが、 新たに盛り込まれた。

○高等学校 工業科

・工業に関連する知的財産権等についても扱うことが、新たに
盛り込まれた。

○高等学校 商業科

・商品開発や知的財産権等について充実した指導を行う科目
「商品開発」が新設され、 「知的財産権の概要」「知的財産の
取得」が、新たに盛り込まれた。

など

次期改訂に向けた検討の方向性

【創造性の涵養】

◆初等中等教育段階で育成すべき創造性に関わる資質・

能力（創造的な思考等の基礎となる知識・技能、創造的に
思考･判断・表現する力、新たな知的創造に向かう情意や
態度等）が発達段階や各教科等の特性に応じて育まれる
よう、各教科等の目標や指導内容を資質・能力の三つの柱
に沿って構造化。

◆資質・能力を育むために必要なアクティブ・ラーニングの

視点に基づく創造的な学習プロセスの在り方を、各教科等
の特性に応じて明確化。

◆専門的な知識と技能の深化、総合化を図り、新たな知的
創造につながる科学的な思考力・判断力・表現力等の育成
を図る選択科目「数理探究（仮称）」を高等学校に設置。

◆教育課程総体として育成すべき資質・能力が育まれるよう、
教科横断的なカリキュラム・マネジメントを実現。

【知的財産の意義の理解等】

◆知的財産の保護のみならず活用の重要性も含めた理解と
知的財産の保護、活用に向かう情意や態度等を育むこと
により、新たな価値が創造されその価値を最大限に発揮さ
せることが社会の活力につながることなど、知的財産の本
質的な意義が理解・尊重されるよう、関係する教科等の内
容を再検討。

◆情報が社会で果たす役割の理解等も含め、情報活用能力
を育む共通必履修科目（情報科）を高等学校に設置。

9

小学校
約６６０万人
(６学年)

高等学校
約３３７万人
(3学年)

・普通科
約２４２万人

・工業科・商業科
約４７万人

・その他
約４８万人

中学校
約３５０万人
(３学年)

大学 約２５５万人(４学年)

高等専門学校
約６万人(５学年)

大学院 約２５万人（修士２年、博士３年）

初等中等教育段階における知的財産に関する資質・能力の育成に向けて②

発達段階に応じて、新たな発見や科学的な思考力の源泉となる創造性を育むともに、
知的財産の意義（保護・活用の重要性）に関する理解を育む。

○創造性の涵養
・創造的な思考等の基礎となる各教科等における知識・技能
・創造的に思考･判断・表現する力
・新たな知的創造に向かう情意や態度等

◆初等中等教育段階で育成すべき創造性に関わる資質・能力（創造的な
思考等の基礎となる知識・技能、創造的に思考･判断・表現する力、新た
な知的創造に向かう情意や態度等）が発達段階や各教科等の特性に応
じて育まれるよう、各教科等の目標や指導内容を資質・能力の三つの柱
に沿って構造化。

◆資質・能力を育むために必要なアクティブ・ラーニングの視点に基づく創
造的な学習プロセスの在り方を、各教科等の特性に応じて明確化。

◆教育課程総体として育成すべき資質・能力が育まれるよう、教科横断的
なカリキュラム・マネジメントを実現。

（例）

・理科において、事象の中から問いを見出し、予想や仮説を立て、計画を
立てて観察・実験し、結果を分析して解釈・表現し、振り返って次の問題
解決につなげること

・国語において、相手や目的に応じて題材を決め、必要な情報を収集し、
論拠に基づいて考えをまとめたり、適切かつ効果的な表現の仕方を考え
て書いたり、自分や他者の文章を読んで評価したり、他者の評価を聞い
たりして、ものの見方や考え方を豊かにすること

・美術において、自分の表したいことを見付けて発想・構想し、自分の表現
の意図に応じて創意工夫して表現したり、自分や他者の作品などの良さ
や美しさを味わい、新しい意味や価値を作り出すこと

・技術・家庭（技術分野）において、創造の動機に基づき設計・計画して製
作・育成等を行い、成果を評価して次の創造につなげること

・総合的な学習の時間において、自ら課題を見つけ、考え、他者と共同し
ながら主体的に判断し、よりよく問題を解決していくこと

＜各学校における取組への支援＞
文部科学省及び関係省庁、関係団体・事業者等による事業、事例集の作成、
顕彰イベント 等
・スーパーサイエンスハイスクール
・中高生の科学研究実践活動推進プログラム
・指導事例集「『生きる力』を育む起業家教育のススメ 小学校・中学校・

高等学校における実践的な教育の導入例」 等

○知的財産権の意義の理解等
・知的財産の意義（保護・活用の重要性）の理解
・知的財産の保護、活用に向かう情意や態度

◆知的財産の保護のみならず活用の重要性も含めた理解と知的財
産の保護、活用に向かう情意や態度等を育むことにより、新たな
価値が創造されその価値を最大限に発揮させることが社会の活
力につながることなど、知的財産の本質的な意義が理解・尊重さ
れるよう、関係する教科等の内容を再検討。

【高等学校】

・情報が社会で果たす役割の理解、知的財産の保護と活用のバラ
ンス等（情報）

・自己や他者の創造物等の価値や重要性、音楽・美術等に関する
知的財産権、生活の中の音や音楽、造形や美術の働き等（芸術）

・法や規範、経済の意義・役割等（公民）
・工業に関連する知的財産権（工業）
・知的財産権の取得、知的財産権の保護と活用（商業） 等

【中学校】
・知的財産を創造・活用しようとする態度（技術・家庭（技術分野））

・自己や他者の創造物等の価値や重要性、音楽や美術に関する
知的財産権、 生活の中の音や音楽、造形や美術の働き等
（音楽、美術）

・法やきまりの意義、経済と国民生活等の役割（社会） 等

【小学校】

・自己や他者の考えやアイディアを大事にすることや伝え合うこと、
適切に引用することなど（国語）

・法やきまりの意義等（社会） 等

＜＜各学校における取組への支援＞
政策担当官庁や関係独法、関係団体等による事業、学習用資料の
提供、事例集の作成、顕彰イベント 等
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高等学校 理数科目の改訂の方向性として考えられる構成（案）

現
行
科
目

数学Ⅲ 数学Ｂ
数
学
活
用

数学Ａ数学Ⅱ

物理 化学 生物 地学

理
科
課
題
研
究

資
質
・
能
力

◎専門的な知識と技能
の深化，総合化を図り，
新たな創造につながる
科学的な思考力，判断
力，表現力の育成を図る

○従来の数学と理科の各
教科で求められていた資
質・能力を統合した科学的
な探究能力の育成を図る

新
科
目
案 数 学

理 科
（物理・化学・生物・地学）

数 理 探 究 (仮称)

・数学活用：指導内容と日常生活や社会との関連及び探究する学習を重視。
・理科課題研究：知識・技能を活用する学習や探究する学習を重視。先端科学や学際的領域に関する研究なども扱える。
・課題研究等の活動は生徒の論理的な思考を育成する効果が高いが、あまり開講されていない状況。（１割未満）
・スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）で設定されている｢サイエンス探究｣等では、数学と理科で育成された能力を統合

し、課題の発見・解決に探究的に取り組むことで高い教育効果。

○課題に徹底的に向き
合い，考え抜いて行動
する力の育成を図る

普通科の場合

数学Ⅰ 物理基礎科学と人間
生活 化学基礎 生物基礎 地学基礎

【諮問文】より高度な思考力･判断力・表現力等を育成するための
新たな教科・科目の在り方について検討

ＳＳＨにおける取組み事例なども参考にしつつ、数学と理科の知識や技能を
総合的に活用して主体的な探究活動を行う新たな選択科目

◆理数科における科目の在り方についても検討 11

石井 英真 京都大学大学院教育学研究科准教授

井上 浩義 慶應義塾大学医学部教授

岩田 久道 渋谷教育学園幕張中学・高等学校 教諭

上田 正仁 東京大学大学院理学系研究科教授

大島 まり 東京大学大学院情報学環教授、

東京大学生産技術研究所教授

大路 樹生 名古屋大学博物館教授・館長

岡本 和夫 独立行政法人大学評価・学位授与機構理事

川端 和重 北海道大学理事・副学長

熊倉 啓之 静岡大学学術院教育学領域教授

小谷 元子 東北大学大学院理学研究科教授

小玉 秀史 千葉県立佐倉高等学校長

小林 傳司 大阪大学理事・副学長

塩澤 幸雄 国立研究開発法人科学技術振興機構
理数学習推進部主任調査員

塩瀬 隆之 京都大学総合博物館准教授

竹内 幹 一橋大学大学院経済学研究科准教授

西成 活裕 東京大学先端科学技術研究センター教授

牧田 秀昭 福井県教育研究所調査研究部長

丸山 俊夫 東京工業大学理事・副学長

若山 正人 九州大学理事・副学長

高等学校の数学・理科にわたる探究的科目の在り方に関する特別チーム 委員名簿

12
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＜社会に開かれた教育課程＞

① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校
教育を通じてよりよい社会づくりを目指すという理念を持
ち、教育課程を介してその理念を社会と共有していくこと。

② これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や
世界に向き合い関わり合っていくために求められる資質・
能力とは何かを、教育課程において明確化していくこと。

③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を
活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との
連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その
目指すところを社会と共有・連携しながら実現させること。

これからの教育課程の理念

中央教育審議会教育課程企画特別部会 論点整理
13

文部科学省では、平成２６年４月より子供の豊かな学びを支えるために、多様な企業・団体・大学
等に「土曜学習応援団」に御賛同（御参画）いただき、土曜の教育活動に出前授業の講師や施設見学の
受入等により参加していただくことで各教育委員会、学校等の実施する土曜の教育活動の選択肢を広げ
る。（平成２７年１１月段階で５４６団体が賛同）

土曜学習応援団について
～土曜日は学校へ！子供の学びを支える企業・団体・大学等～

土曜学習応援団に賛同した
様々な企業・団体・大学等

出前授業の講師
施設の見学
職場体験 等

学校・教育委員会
地域の教育団体等

土曜日の教育活動
自然体験・食育教室
実験・工作
ビジネススキル
グローバル人財育成
文化芸術・スポーツ
学力向上

等

教育活動への協力依頼

ホームページ等による
応援団の情報提供

土曜学習応援団が、出前授業等の講師として参加している事例

電機メーカーB社による
ハイブリッドカー親子工作教室

金融系A社による
グローバル人材を目指す講演

土曜学習応援団 特設ホームページ
URL: http://doyo.mext.go.jp
＊賛同企業等の一覧や各企業等の取組を紹介

プロ棋士によるやさしい
囲碁教室

＊幼稚園・保育園～高校までを対象、他に、親子での参加も可能
＊土日や長期休業中の平日を対象（要望により平日の授業や放課後でも可能）

14
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○教育課程・授業方法の改革（アクティブ・ラーニングの視点からの
授業改善、教科等を越えたカリキュラム・マネジメント）への対応

○英語、道徳、ICT、特別支援教育等、新たな課題への対応
○「チーム学校」への転換

これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（答申案のポイント）

背景

【初任研改革】

• 初任研運用方針の見直し（校内研修の重視・校外研修の精選）

• ２，３年目など初任段階の教員への研修との接続の促進
【十年研改革】

• 研修実施時期の弾力化

• 目的・内容の明確化（ミドルリーダー育成）

現職研修の改革

○ 養成・採用・研修を通じた方策～「教員は学校で育つ」との考えの下、教員の学びを支援～

【現職研修を支える基盤】

【継続的な研修の推進】

• 校内の研修リーダーを中心とした体制作りなど校内研修推進のための支援等の充実

• メンター方式の研修（チーム研修）の推進

• 大学、教職大学院等との連携、教員育成協議会活用の推進

• 新たな課題（英語、道徳、ICT、特別支援教育）やアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善等に対応した研修の推進・支援

・（独）教員研修センターの機能強化（研修ネットワークの構築、調査・分析・研究開発を担う全国的な拠点の整備）

・教職大学院等における履修証明制度の活用等による教員の資質能力の高度化

・研修機会の確保等に必要な教職員定数の拡充 ・研修リーダーの養成、指導教諭や指導主事の配置の充実

【研修】
○教員の学ぶ意欲は高いが多忙で時間確保が困難
○自ら学び続けるモチベーションを維持できる環境整備が必要
○アクティブ・ラーニング型研修への転換が必要
○初任者研修・十年経験者研修の制度や運用の見直しが必要

【採用】

○優秀な教員の確保のための求める教員像の明確化、選考
方法の工夫が必要

○採用選考試験への支援方策が必要

○採用に当たって学校内の年齢構成の不均衡の是正に配
慮することが必要

【養成】

○「教員となる際に最低限必要な基礎的・基盤的な学修」という認
識が必要

○学校現場や教職に関する実際を体験させる機会の充実が必要
○教職課程の質の保証・向上が必要
○教科・教職に関する科目の分断と細分化の改善が必要

主な課題

具体的方策

【免許】 ○義務教育学校制度の創設や学校現場における多様な人材の確保が必要

【全般的事項】
○大学等と教育委員会の連携のための具体的な制度的枠組みが必要
○幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の特徴や違いを踏まえ、制度設計を進めていくことが重要
○新たな教育課題（アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、ICTを用いた指導法、道徳、英語、特別支援教育）に対応した養成・研修が必要

○ 学び続ける教員を支えるキャリアシステムの構築のための体制整備
・ 教育委員会と大学等との協議・調整のための体制（教員育成協議会）の構築
・ 教育委員会と大学等が協働で策定する教員育成指標・研修計画の全国的な整備
・ 国が大綱的に教員育成指標の策定指針を提示、教職課程コアカリキュラムを関係者が共同で作成 （グローバル化や新たな教育課題などを踏まえて作成）

• 新たな課題（英語、道徳、ICT、特別支援教育）やアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善等に対応した教員養成への転換

• 学校インターンシップの導入（教職課程への位置付け）

• 教職課程に係る質保証・向上の仕組み（教職課程を統括する組織の設置、教職課程の評価の推進など）の促進

• 「教科に関する科目」と「教職に関する科目」の統合など科目区分の大くくり化

養成内容の改革

【管理職研修改革】

• 新たな教育課題等に対応したマネジメント力の強化

• 体系的・計画的な管理職の養成・研修システムの構築

採用段階の改革
• 円滑な入職のための取組（教師塾等の普及）

• 教員採用試験の共同作成に関する検討

• 特別免許状の活用等による多様な人材の確保

○社会環境の急速な変化
○学校を取り巻く環境変化

・大量退職・大量採用→年齢、経験年数の不均衡による弊害
・学校教育課題の多様化・複雑化

中堅段階
「チーム学校」の一員として
専門性を高め、連携・協働
を深める時期

ベテラン段階
より広い視野で役割を
果たす時期

養成段階
「学び続ける教師」の基礎力
を身につける時期

採用段階

１～数年目
教職の基盤を固める時期

教員育成指標

15

参考事例等

16

75



茨城県立水戸第二高等学校数理科学同好会

※１ 研究概要：
閉じられた容器の中で、溶液の色が赤い状態（還元状態）と青い状態

（酸化状態）の間を行き来するBelousov-Zhabotinsky（ベロウソフ・ジャ
ボチンスキー）反応を放置すると、数時間後に行き来が止まる。水戸第
二高等学校の数理科学同好会のメンバーは、この振動反応が止まった
かのように見えた反応が5-20時間後に復活し、再び振動を始めることを
発見した。さらに、この研究は、同校の後輩に引き継がれ、その現象が
起こる化学物質の濃度領域を突き止めた。

※２ 「ロレアル－ユネスコ女性科学者日本奨励賞－特別賞」： 日本
ロレアル株式会社が日本ユネスコ国内委員会と共同で、2010年創設。
理系女性のロールモデルとして科学の発展に貢献した個人または団体
を表彰。

BZ反応についての従来の定説

数十秒ごとに赤と青の間を行き来 数時間後に反応が終了

水戸二高数理科学同好会の発見

数十秒ごとに赤と青の間を行き来 数時間後に反応が終了 5-20時間後に反応が復活

• 酸化・還元に関するベロウソフ・ジャボチンスキー反応(BZ反応)の新しい現象を発見。
• ２０１１年、米国化学会発行の学術雑誌”The Journal of Physical Chemistry A”に研究

成果を掲載。
• 平成２４（２０１２）年、「ロレアルーユネスコ女性科学者日本奨励賞－特別賞」を受賞。

茨城県立日立第一高等学校 秋山大樹さん

• 平成２３年、茨城県立日立第一高等学校２年次在籍中に、平面画像
が立体的に浮かび上がって見える「立体視」を、特別なコツなしに
体験できる新しい技術で特許申請・受理。

だいき

※２ 研究概要：
プリズムを使った従来の立体視法は、訓練せずとも容易に立体視ができる反面、見

る距離や角度を調整できない課題があった。秋山さんは、２枚の党名盤とその間を満
たす透明流体による頂角可変プリズムを開発し、この課題を解決した。

※１ 日立一高の特別科目「科学研究」： 日立一高では、SSH活動の一つとして、特
別科目「科学研究」を設定。各生徒がそれぞれのテーマを決め、研究に取り組む。先
行研究の有無の調査も実施し、独創的なアイディアをもとに仮説を立て、実験・考察を
行う。 （出典）

JST news
2012年3月号

（出典）文部科学省作成

ＳＳＨ指定校出身者の活躍 ①
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埼玉県立浦和第一女子高等学校出身 下山せいらさん

※２ 日本学生科学賞：1957年創設の日本で最も伝統のある中高生のための科学自由研究コンテスト（読売新聞社主催）。優秀作品には内閣総理大臣賞、
文部科学大臣賞、環境大臣賞などが贈られ、受賞者の中からIntel ISEFに派遣。

※３ Intel ISEF（インテル国際学生科学技術フェア）：1950年に創設された高校生対象の世界最大の科学コンテスト。毎年50以上の国・地域から1,500名を
超える高校生が集まり、研究成果を披露。

（出典） ともに
JST news 2014年2月号

※１ 高校当時の研究概要：プラナリアは、餌を見つけると咽頭と呼ばれる細い管を出して食べることが知られているが、摂食行動を誘発する原因については解明されて
いなかった。研究においては、アミノ酸や単糖類などの様々な物質を与えて摂食行動を観察し、グリコーゲンがプラナリアの摂食行動を促すことを突き止めた。

• 埼玉県立浦和第一女子高等学校で、「プラナリアの摂食行動」について研究。

• 平成１７年の日本学生科学賞（※２）で文部科学大臣賞を、平成１８(2006)年
のIntel ISEF （※３）で動物部門１位を受賞。

• 現在、京都大学大学院にて、プラナリアの脳のどの神経細胞がグリコーゲンに
反応し、どう処理されて咽頭を出すのかなど、神経回路網の解明に取り組む。

福井県立藤島高等学校出身 清水俊樹さん

藤島高等学校では、なかなか実験結果の出ない生物相手の研究を通じて、こつこつと努力を重ねることで何らかの結果は出ることを
学ぶ。

「第４回サイエンス・インカレ」では、２年かけてこつこつと研究してきた成果である「消しゴムを科学する～文字を消す際の最適条件を
求めて～」で、最も優れたポスター発表に与えられる「独立行政法人科学技術振興機構理事長賞」を受賞。

※１ サイエンス・インカレで発表した研究の概要：
消しゴムで線を消す際の効率が様々な条件下で変化することを調べるため、１年間かけて右図の実験装置を自作。その後

実験データを蓄積し、消すときの荷重や芯の濃さ等の条件について数値化した。

※２ サイエンス・インカレ： 全国の大学学部生・高専４～５年生等が、書類審査を経て、口頭又はポスターにより、自然科学
系の自主研究をプレゼンテーションする場。文部科学大臣表彰等の他、企業賞も多数授与される。

• 福井県立藤島高等学校でSSH生物部に所属し、淡水のエビに寄生する寄生虫であるエビノコ
バンについて研究し、平成２１年に「第５３回日本学生科学賞福井県審査最優秀賞」を受賞。

• 東京農工大学３年在籍時に、平成２７年３月の「第４回サイエンス・インカレ」（※２）にて、
最も優秀なポスター発表に与えられる「独立行政法人科学技術振興機構理事長賞」を受賞。

（上）ポスター発表をする清水さ
ん
（下）表彰を受ける清水さん

ＳＳＨ指定校出身者の活躍 ②
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上記の現状を踏まえ、将来の科学技術を支える理数系人材を輩出するために、以下の取組を推進。
１．教育委員会が大学等と協働し、教員の研究指導力の向上を図るため、最先端の研究手法や専門分野の指導法等を習得する

機会を提供。
２．中高生の科学部活動の取組等を支援することにより、中高生自ら課題を発見し、科学的手法に従って進める探究活動の機会を創出すことに

より、科学研究の機会を確保。

「第2期教育振興基本計画」（抄）（平成25年6月14日 閣議決定）
理数系人材の養成に向けた取組を総合的に推進することにより、理数好きの生徒等を拡大するとともに、優れた素質を持つ生徒等を発掘し、そ
の才能を伸ばし、科学技術人材を戦略的・体系的に育成・確保する。

中高生を対象とした学習活動の取組や、教員の研究指導力の向上に係る取組の推進

我が国の科学技術人材の育成には、意欲と能力のある中学校・高校等への取組への支援や、学習活動を指導できる教員
の育成が不可欠である一方で、下記の点が不足している。
○ 教員による、最先端の研究手法や専門分野の指導法の習得機会が不足。
○ 中高生による、科学研究活動の機会が不足。

現状認識

概要

採択先：都道府県・指定都市教育委員会
採択期間：3年間
支援上限：1,000万円/年
（参考）H27採択数：5件

・効果的な指導・助言ができる高い指導力を有する教員の増加
・学校現場における指導ノウハウの蓄積と普及

２．教員の研究指導力向上に向けた取組の推進

研究活動を指導できる教員を育成するための取組を推進。具体的には、教育委員
会が大学等と協働し、講義や実験等を通じて教員を養成。

採択先：都道府県・指定都市教育委員会等
（実施機関：中学校、高等学校）

採択期間：3年間
支援上限：中学30万円/年、高校50万円/年
（参考）継続課題数（H27採択数）：115件

学校（科学部を含む）における研究活動の活性化・質の向上

１．中高生を対象とした科学部活動等支援

生徒が自主的に研究課題を設定し、科学的手法に基づいて行う研究活
動の実践を推進。教育委員会は、大学等と連携し、指定校を支援。

中高生の科学研究実践活動推進プログラム
（大学等と連携した科学技術人材育成活動の実践・環境整備支援の内数）

19

【プログラムの流れ】

小学校４年生の児童が、総合的な学習の時間を使い、模擬会社（「杉四カンパニー」）を設立して、地元のまちを

アピールする商品を開発・販売。

買ってもらえるものをつくるにはどうすればいいのか、事業をするための資金をいかに調達するのかなど、

創意工夫と行動力、組織の一員としてのチームワーク、コミュニケーション力を学ぶ起業家教育（※）

を実施。

商店街での販売の様子商品評価会の様子

杉
四
カ
ン
パ
ニ
ー
の

立
ち
上
げ

市
場
調
査
と
分
析

デ
ザ
イ
ン
開
発
・

商
品
評
価
会

価
格
・販
売
数
決
定
と

資
金
集
め

販
売
活
動
に
向
け
て

の
準
備

販
売
活
動

決
算
お
よ
び

配
当
決
定

６月 ７月 ７月～９月 １０月 １２月 １月 ２月～３月

グループごとに商品デザインを考え、
審査員へプレゼンテーション。

最も点数の高かった１チームのみの
アイデアが商品化され、「買ってくれ
るもの」を作る難しさを知る。

（※）起業家教育：起業家精神（チャレンジ精神、創造性、探究心など）と起業家的資質・能力（情報収集・分析力、判断力、
実行力、リーダーシップ、コミュニケーション力など）を有する人材を育成する教育

「小学校・中学校・高等学校における実践的な教育の導入例」（初等中等教育段階における起業家教育の普及に関する検討会）より

東京都杉並区立杉並第四小学校の事例：杉四カンパニー

20
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指宿(いぶすき)市立指宿商業高等学校 【鹿児島県】

フリーマガジン「ＩＢＵＳＨＯＷ」

そらまＭＥＮ
ストラップ

（1）商品開発～そらまMENプロジェクト～
指宿が生産量日本一であるそら豆をモチーフとしたキャラクター「そらまＭＥＮ」を考案し、
「そらまＭＥＮストラップ」は意匠権を取得。パッケージに「そらまＭＥＮ」を活用したオリジ
ナル商品の開発等に継続して取り組み、ネーミングやキャラクターデザイン、パッケージ
デザイン等について考えるそのプロセスの中で知的財産権について理解を深めている。

・そらまMEN開発者による新たな商品開発のための講習会
・そらまMENを使った新たな開発商品の協力企業へのプレゼン、商談会
・そらまMENを使った商品販売確認会及び契約
・指商デパート販売商品発表会、販売
・知財講習会への参加や先進校視察

(2)フリーマガジン
知的財産教育や指宿の観光PRを目的として、「課題研究」の中でフリーマガジンの作成を
行い、著作権や肖像権などについて学んでいる。

・フリーマガジン作成についての説明会、講義（取材の方法、記事の書き方、協賛企業の
開拓、広告募集など）

・各班ごとに分かれての取材活動
・南九州のコンビニ店頭や指宿市内の主要店舗、関係企業、連携団体等に配布

「地域活性化」をテーマにした知的財産教育の実践

商業高校における「知的財産権」などの権利の保護・活用についての取組
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大分県立大分工業高等学校 【大分県】

「実践的知財マインド」を備えた産業人の育成

弁理士による知財講習会

（1）パテントコンテスト等への取組

・大分県発明協会の職員等を講師に招き、全クラスにおいて知的財産講演会を開催。

・優れたアイディアを表彰し、特許取得までの人的・財政的なサポートを行うパテント
コンテスト（文部科学省、特許庁、日本弁理士会、（独）工業所有権情報・研修館主
催）に向けて、試作品・出願書類を作成。

・課題研究の授業において、新製品の開発に向けて専門家を交えた協議を実施。
・未来ロボット工学研究部が、「手すり等ぶら下がり移動装置」の発明でパテントコン

テストに応募。文部科学省科学技術・学術政策局長賞を受賞し、特許出願支援対
象作品に選ばれた。

弁理士の指導の下、申請に必要な法律等について学び、特許出願書類を作成・提出し、
発明品の改良を行った。

(2)特許の取得
「パイプレール装置」の名で平成２７年３月に特許取得。車輪が付いた機械をパイプの
レールに設置し、人や物体をつり下げ、センサーで障害物を避けながら移動ができる。
工場で物を運ぶだけでなく、福祉の現場で人を乗せて移動させるなどの利用が期待され
ている。特許登録を機に、機械科だけでなく他学科においても知財教育を促進している
（弁理士講演会の実施、ポスターによる啓発、学校シンボルマーク策定活動等）。

特許証を持つ生徒達

特許登録されたパイプレール装置

工業高校における「知的財産権」などの権利の保護・活用についての取組

22
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学習評価の改善に関する今後の検討の方向性 

 

「目標に準拠した評価」を、資質・能力の育成の観点から実質化していくため、以下のよ

うな方向性や留意点等に基づき、各教科等で学習評価の改善についてご検討いただきたい。 

 

（育成すべき資質・能力を踏まえた目標や指導内容の明確化について） 

○各教科等の目標を、資質・能力の三つの柱に基づき構造化すること。 

○各教科等の特質に応じ育まれる「見方や考え方」について明確化すること。 

○指導内容についても、資質・能力の三つの柱に基づきどのような力を育成するのかが明確

となるような構造化を図ること。 

○資質・能力の三つの柱は、相互に関係し合いながら育成されることを明確にしていくこと

が重要であるので、総則などで示していく方向で、総則・評価特別部会で引き続き検討

していくこと。 

 

（観点別評価について） 

○観点別評価については、前回改訂時に整理された学力の三要素と評価の観点の関係性を踏

まえて、各観点の趣旨が明確化され、観点別評価の実施率も高い状況であること、思考・

判断・表現の評価の在り方に関する様々な実践も進展していることなどの一方で、子供

たちの資質・能力の育成に向けた指導と評価の一体化といった観点からは、改善の余地

があるとの指摘もあるところであり、こうした指摘を踏まえつつ、以下のような改善に

ついて検討すること。 

○「目標に準拠した評価」の実質化や、教科・校種を超えた共通理解に基づく組織的な取組

を促す観点から、別添イメージを踏まえつつ、観点別評価の観点とその趣旨を検討する

こと。具体的な観点の書きぶりや趣旨の記述については、教科の特質を踏まえた表現ぶ

りを検討すること。その際、小・中・高を通じて一貫した観点となるように留意するこ

と。 

○観点別評価については、毎回の授業で全てを見取るのではなく、カリキュラム・マネジメ

ントの考え方のもと、単元や題材を通じたまとまりの中で、学習・指導内容と評価の場

面を適切にデザインしていくことが重要であることに留意すること。また、各教科等で

検討いただいている学習プロセスの在り方の中で、評価の場面との関係性も明確にでき

るよう工夫すること（複数の観点を一体的に見取ることも考えられる）。 

平成 28 年３月 14 日 

総 則 ・ 評 価 特 別 部 会 

   資 料 ２ － １ 
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2 

 

 

○「知識・技能」については、事実的な知識のみならず、構造化された概念的な知識の獲得

に向かうことや、一定の手順に沿った技能のみならず、変化する状況に応じて主体的に

活用できる技能の習熟・熟達に向かうことが重要であることに留意すること。各教科等

の特質や発達の段階に応じて、どのような知識・技能を獲得することが求められるのか

を、目標や指導内容の構成の中で明確にできるよう工夫すること。 

○「思考・判断・表現」については、各教科等の特質に応じ育まれる見方や考え方を用いた

学習のプロセスを通じて評価すること。各教科等の特質や発達の段階に応じて、どのよ

うな思考・判断・表現が求められるのかを、目標や指導内容の構成の中で明確にできる

よう工夫すること。その際、思考力・判断力・表現力の成長は一定の時間をかけて成長

していくものであり、学年等を超えた整理が必要であることに留意すること。 

○「主体的に学習に取り組む態度」と、資質・能力の柱である「学びに向かう力・人間性」

の関係については、「学びに向かう力・人間性」には①「主体的に学習に取り組む態度」

として観点別評価（学習状況を分析的に捉える）を通じて見取ることができる部分と、

②観点別評価や評定にはなじまず、こうした評価では示しきれないことから個人内評価

（一人一人の良い点や可能性、進歩の状況について評価する）を通じて見取る部分があ

ることに留意すること。 

○また、「主体的に学習に取り組む態度」については、学習前の診断的評価のみで判断した

り、挙手の回数やノートの取り方などの形式的な活動で評価したりするのではなく、子

供たちが学習に対する自己調整を行いながら、粘り強く知識・技能を獲得したり思考・

判断・表現しようとしたりしているかどうかという意思的な側面を捉えて評価すること。

このことは現行の「関心・意欲・態度」の観点についても本来は同じ趣旨であるが、上

述の挙手の回数やノートの取り方など、性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面

を捉える評価であるような誤解が払拭し切れていないのではないか、という問題点が長

年指摘され現在に至ることから、「関心・意欲・態度」を改め「主体的に学習に取り組

む態度」としたこと。こうした趣旨に沿った評価が行われるよう、単元や題材を通じた

まとまりの中で、子供が学習の見通しを持って振り返る場面を適切に設定することが必

要であること。 

○現行の観点別評価の観点において、別添イメージ記載の観点のうち示していない要素があ

る教科等については、知識や技能の在り方、技能と表現との関係等について、各教科等

の本質に照らしてご検討いただき、三つの観点が相互に関係し合いながら育成されるも

のであることを前提としつつも、それぞれの観点や趣旨が明確に示されるようにご検討

いただきたいこと。 
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3 

 

（指導要録の在り方について、その他） 

○上記の方向性を踏まえた指導要録の在り方については、総則・評価特別部会における議論

を踏まえ引き続き専門的に検討していくこと。 

○指導要録に加えて、子供一人一人が、自らの学習状況やキャリア形成を見通し振り返るこ

とができるようにするために仕組みの在り方を検討していくこと。こうした仕組みを活

用しながら、子供たちが自己評価を行うことを、教科等の特質に応じて、学習活動の一

つとして位置付けることが重要であること。その際、教員が対話的に関わることで、自

己評価に関する学習活動を深めていくことが重要であること。 

○学びのポートフォリオや、個々の学びの特性が、校種を越えて共有されるような仕組みの

在り方を検討していくこと。 

○学習評価に関する残された論点については、各教科等WGにおける議論の状況を踏まえ

つつ、総則・評価特別部会において引き続き検討していくこと。 
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○教育課程・授業方法の改革（アクティブ・ラーニングの視点からの授業
改善、教科等を越えたカリキュラム・マネジメント）への対応

○英語、道徳、ICT、特別支援教育等、新たな課題への対応
○「チーム学校」の実現

○社会環境の急速な変化
○学校を取り巻く環境変化
・大量退職・大量採用→年齢、経験年数の不均衡による弊害
・学校教育課題の多様化・複雑化

背景

【研修】
○教員の学ぶ意欲は高いが多忙で時間確保が
困難

○自ら学び続けるモチベーションを維持できる環
境整備が必要

○アクティブ・ラーニング型研修への転換が必要
○初任者研修・十年経験者研修の制度や運用の
見直しが必要

【採用】
○優秀な教員の確保のための求める教員
像の明確化、選考方法の工夫が必要

○採用選考試験への支援方策が必要
○採用に当たって学校内の年齢構成の不
均衡の是正に配慮することが必要

【養成】
○「教員となる際に最低限必要な基礎的・基
盤的な学修」という認識が必要

○学校現場や教職に関する実際を体験させ
る機会の充実が必要

○教職課程の質の保証・向上が必要
○教科・教職に関する科目の分断と細分化
の改善が必要

主な課題

【免許】○義務教育学校制度の創設や学校現場における多様な人材の確保が必要

【全般的事項】
○大学等と教育委員会の連携のための具体的な制度的枠組みが必要
○幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の特徴や違いを踏まえ、制度設計を進めていくことが重要
○新たな教育課題（アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、ICTを用いた指導法、道徳、英語、特別支援教育）に対応した養成・研修が必要

これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（答申）（１／２）

1

中堅段階
「チーム学校」の一員とし
て専門性を高め、連携・
協働を深める時期

ベテラン段階
より広い視野で役割を果
たす時期

【初任研改革】

• 初任研運用方針の見直し（校内研修の重視・校外研修の精選）
• ２，３年目など初任段階の教員への研修との接続の促進
【十年研改革】

• 研修実施時期の弾力化
• 目的・内容の明確化（ミドルリーダー育成）

現職研修の改革

○ 養成・採用・研修を通じた方策～「教員は学校で育つ」との考えの下、教員の学びを支援～

【現職研修を支える基盤】

【継続的な研修の推進】

• 校内の研修リーダーを中心とした体制作りなど校内研修推進のための支援等の充実
• メンター方式の研修（チーム研修）の推進
• 大学、教職大学院等との連携、教員育成協議会活用の推進
• 新たな課題（英語、道徳、ICT、特別支援教育）やアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善
等に対応した研修の推進・支援

• （独）教員研修センターの機能強化（研修ネットワークの構築、調査・分析・研究開発を担う全国的な拠点の整備）
• 教職大学院等における履修証明制度の活用等による教員の資質能力の高度化
• 研修機会の確保等に必要な教職員定数の拡充
• 研修リーダーの養成、指導教諭や指導主事の配置の充実

○ 学び続ける教員を支えるキャリアシステムの構築のための体制整備
・ 教育委員会と大学等との協議・調整のための体制（教員育成協議会）の構築
・ 教育委員会と大学等の協働による教員育成指標、研修計画の全国的な整備
・ グローバル化や新たな教育課題などを踏まえ、国が大綱的に教員育成指標の策定指針を提示、教職課程コアカリキュラムを関係者が共同で作成

養成段階
「学び続ける教師」の基礎
力を身につける時期

• 新たな課題（英語、道徳、ICT、特別支援教育）やアクティブ・ラーニングの視点からの授業 改
善等に対応した教員養成への転換

• 学校インターンシップの導入（教職課程への位置付け）
• 教職課程に係る質保証・向上の仕組み（教職課程を統括する組織の設置、教職課程の評価
の推進など）の促進

• 「教科に関する科目」と「教職に関する科目」の統合など科目区分の大くくり化

養成内容の改革

【管理職研修改革】

• 新たな教育課題等に対応したマネジメント力の強化
• 体系的・計画的な管理職の養成・研修システムの構築

採用段階 採用段階の改革
• 円滑な入職のための取組（教師塾等の普及）
• 教員採用試験の共同作成に関する検討
• 特別免許状の活用等による多様な人材の確保

１～数年目
教職の基盤を固める時期

教員育成指標

これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（答申）（２／２）
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チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申） 概要

（１）新しい時代に求められる資質・能力を育む
教育課程を実現するための体制整備

（２）複雑化・多様化した課題を解決する
ための体制整備

〇新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育むためには、「社会に
開かれた教育課程」を実現することが必要。

〇そのためには、「アクティブ・ラーニング」の視点を踏まえた指導方法の不
断の見直しによる授業改善や「カリキュラム・マネジメント」を通した組織
運営の改善のための組織体制の整備が必要。

〇いじめ・不登校などの生徒指導上の課題や特別支援教育の充実への対応
など、学校の抱える課題が複雑化・多様化。

〇貧困問題への対応など、学校に求められる役割が拡大。
〇課題の複雑化・多様化に伴い、心理や福祉等の専門性が求められている。

（３）子供と向き合う時間の確保等のための体制整備

１．「チームとしての学校」が求められる背景

（出典）ＯＥＣＤ「ＴＡＬＩＳ２０１３」

〇我が国の教員は、学習指導、生徒指導、部活動等、幅広い業務を担い、子供たちの状況を総合的に把握して指導している。
〇我が国の学校は、欧米諸国と比較して、教員以外の専門スタッフの配置が少ない。
〇我が国の教員は、国際的に見て、勤務時間が長い。

２．「チームとしての学校」の在り方

（１）「チームとしての学校」を実現するための３つの視点

「専門性に基づくチーム体制の構築」、「学校のマネジメント機能の強化」、「教員一人一人が力を発揮できる環境の整備」の３つの視点に沿って検討を行い、学校のマネジメントモ
デルの転換を図っていくことが必要である。

（２）「チームとしての学校」と家庭、地域、関係機関との関係

学校と家庭、地域との連携・協働によって、共に子供の成長を支えていく体制を作ることで、学校や教員が教育活動に重点を置いて取り組むことができるようすることが重要である。
また、学校と警察や児童相談所等との連携・協働により、生徒指導や子供の健康・安全等に組織的に取り組んでいく必要がある。

（３）国立学校や私立学校における「チームとしての学校」

国立学校、私立学校については、その位置付けや校種の違いなどに配慮して、各学校の取組に対する必要な支援を行うことが重要である。

学校において子供が成長していく上で、教員に加えて、多様な価値観や経験を持った大人と接したり、議論したりすることで、より厚みのある経験を積むことができ、
本当の意味での「生きる力」を定着させることにつながる。そのために、「チームとしての学校」が求められている。

3

①管理職の適材確保
○教職大学院等への派遣や、主幹教諭等を経験
させることによる、管理職の計画的な養成

○マネジメント能力を身に付けさせるための管理職
研修を充実させるためのプログラムの開発

（１）専門性に基づくチーム体制の構築

（２）学校のマネジメント機能の強化

（３）教員一人一人が力を発揮できる環境の整備

専門性に基づく「チームとしての学校」を機能させるため、優秀な管理職を確保するための取組や、主幹教諭の配置促進、事務機能の強化などにより、校長のリーダーシップ機能
を強化し、これまで以上に学校のマネジメント体制を強化する。

①教職員の指導体制の充実
○アクティブラーニングの視点からの授業
改善やいじめ、特別支援教育、帰国・外
国人児童生徒等の増加、子供の貧困等
に対応した必要な教職員定数の拡充

○指導教諭の配置促進等による指導体制
の充実

②教員以外の専門スタッフの参画
○心理や福祉に関する専門スタッフの学校における位
置付けを明確にし、配置充実につなげるため、ス
クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを
法令に位置付け

○学校図書館の利活用の促進のため、学校司書の配
置を充実

○教員に加え、部活動の指導、顧問、単独での引率等
を行うことができる職員として、部活動指導員（仮
称）を法令に位置付け

○医療的ケアが必要な児童生徒の増加に対応するた
め、医療的ケアを行う看護師等の配置を促進

③地域との連携体制の整備
○地域との連携を推進するため、地域連携
担当教職員（仮称）を法令上明確化

②主幹教諭制度の充実
○管理職の補佐体制の充実のため、加配措置の
拡充による主幹教諭の配置の促進

○主幹教諭の活用方策等の全国的な展開のため、
具体的な取り組み事例に基づく実践的な研修プ
ログラムを開発

③事務体制の強化
○事務職員について、管理職を補佐して学校運営に
関わる職として、学校教育法上の職務規定を見直し

○学校の事務機能強化を推進するため、事務の共同
実施組織について、法令上明確化

①人材育成の推進
○教職員の意欲を引き出すため、人事評価の結果
を任用・給与などの処遇や研修に適切に反映

○教職員間や専門スタッフとの協働を促進するため、
文部科学大臣優秀教職員表彰において、学校単
位等の取組を表彰

②業務環境の改善
○「学校現場における業務改善のためのガイドライン」
等を活用した研修を実施

○教職員が健康を維持して教育に携わることができる
よう、ストレスチェック制度の活用など、教職員のメン
タルヘルス対策を推進

③教育委員会等による学校への支援の充実
○学校の指導方法の改善等を支援するため、小規
模市町村において、専門的な指導・助言を行う指
導主事の配置を充実

○弁護士等による、不当な要望等への「問題解決支
援チーム」を教育委員会が設置することへの支援

「チームとしての学校」のイメージ

３．「チームとしての学校」を実現するための
具体的な改善方策

教員が、学校や子供たちの実態を踏まえ、学習指導や生徒指導等に取り組むことができるようにするため、指
導体制の充実を行う。加えて、心理や福祉等の専門スタッフについて、学校の職員として法令に位置付け、職務
内容等を明確化すること等により、質の確保と配置の充実を進める。

教職員がそれぞれの力を発揮し、伸ばしていくことができるようにするため、人材育成の充実や業務改善等の取組を進める。
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◆地域社会のつながりや支え合いの希薄化等による地域の教育力の低下や、家庭教育の充実の必要性が指摘。また、学校が抱える課題は複雑化・困難化。
◆「社会に開かれた教育課程」を柱とする学習指導要領の改訂や、チームとしての学校、教員の資質能力の向上等、昨今の学校教育を巡る改革の方向性や
地方創生の動向において、学校と地域の連携・協働の重要性が指摘されている。

◆これからの厳しい時代を生き抜く力の育成、地域から信頼される学校づくり、社会的な教育基盤の構築等の観点から、学校と地域はパートナーとして相
互に連携・協働していく必要があり、そのことを通じ、社会総掛かりでの教育の実現を図る必要。

＜教育改革、地方創生等の動向から見る学校と地域の連携・協働の必要性＞

地域とともにある学校への転換 子供も大人も学び合い育ち合う教育体制の構築 学校を核とした地域づくりの推進

■開かれた学校から一歩踏み出し、地域の
人々と目標やビジョンを共有し、地域と一
体となって子供たちを育む「地域とともに
ある学校」に転換。

■地域の様々な機関や団体等がネットワーク化を図り
ながら、学校、家庭及び地域が相互に協力し、地
域全体で学びを展開していく「子供も大人も学び
合い育ち合う教育体制」を一体的・総合的な体制
として構築。

■学校を核とした協働の取組を通じて、地域の
将来を担う人材を育成し、自立した地域社会
の基盤の構築を図る「学校を核とした地域づ
くり」を推進。

＜これからのコミュニティ・スクールの仕組みの在り方＞
（コミュニティ・スクールの仕組みとしての学校運営協議会制度の基本的方向性）
◆学校運営協議会の目的として、学校を応援し、地域の実情を踏まえた特色ある学校づくりを進めていく役割を明確化する必要。
◆現行の学校運営協議会の機能（校長の定める学校運営の基本方針の承認、学校運営に関する意見、教職員の任用に関する意見）は引き続き備えるこ
ととした上で、教職員の任用に関する意見に関しては、柔軟な運用を確保する仕組みを検討。

◆学校運営協議会において、学校支援に関する総合的な企画・立案を行い、学校と地域住民等との連携・協力を促進していく仕組みとする必要。
◆校長のリーダーシップの発揮の観点から、学校運営協議会の委員の任命において、校長の意見を反映する仕組みとする必要。
◆小中一貫教育など学校間の教育の円滑な接続に資するため、複数校について一つの学校運営協議会を設置できる仕組みとする必要。

（制度的位置付けに関する検討）
◆学校が抱える複雑化・困難化した課題を解決し子供たちの生きる力を育むためには、地域住民や保護者等の参画を得た学校運営が求められており、
コミュニティ・スクールの仕組みの導入により、地域との連携・協働体制が組織的・継続的に確立される。

◆このため、全ての公立学校がコミュニティ・スクールを目指すべきであり、学校運営協議会の制度的位置付けの見直しも含めた方策が必要。その際、
基本的には学校又は教育委員会の自発的な意志による設置が望ましいこと等を勘案しつつ、教育委員会が、積極的にコミュニティ・スクールの推進
に努めていくよう制度的位置付けを検討。

時代の変化に伴う学校と地域の在り方第１章

＜これからの学校と地域の目指すべき連携・協働の姿＞

これからのコミュニティ・スクールの在り方と総合的な推進方策第２章

新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について
（H27.12 中央教育審議会答申）のポイント

5

＜コミュニティ・スクールの総合的な推進方策＞
◆国として、コミュニティ・スクールの一層の推進を図るため、財政的支援を含めた条件整備や質の向上を図るための方策を総合的に講じる必要。
○様々な類似の仕組みを取り込んだコミュニティ・スクールの裾野の拡大 ○学校の組織としての総合的なマネジメント力の強化
○学校運営協議会の委員となる人材の確保と資質の向上 ○地域住民や保護者等の多様な主体の参画の促進
○コミュニティ・スクールの導入に伴う体制面・財政面の支援等の充実 ○幅広い普及・啓発の推進

◆都道府県教育委員会：都道府県としてのビジョンと推進目標の明確化、知事部局との連携・協働、全県的な推進体制の構築、教職員等の研修機会・
内容の充実、都道府県立学校におけるコミュニティ・スクールの推進など

◆市町村教育委員会 ：市町村としてのビジョンと推進目標の明確化、首長部局との連携・協働、未指定の学校における導入等の推進など

◆コミュニティ・スクールと社会教育の体制としての地域学校協働本部が相互に補完し高め合う存在として、両輪となって相乗効果を発揮していくこ
とが必要であり、当該学校や地域の置かれた実情、両者の有機的な接続の観点等を踏まえた体制の構築が重要。

地域の教育力の充実と地域における学校との協働体制の在り方第３章

コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の一体的・効果的な推進の在り方第４章

＜地域における学校との協働体制の今後の方向性＞ 「支援」から「連携・協働」、「個別の活動」から「総合化・ネットワーク化」へ

◆地域と学校がﾊﾟｰﾄﾅｰとして、共に子供を育て、共に地域を創るという理念に立ち、地域の教育力を向上し、持続可能な地域社会をつくることが必要。
◆地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく活動を「地域学校協働活動」として積極的に推進することが必要。
◆従来の学校支援地域本部、放課後子供教室等の活動をベースに、「支援」から「連携・協働」、個別の活動から「総合化・ネットワーク化」を目指す
新たな体制としての「地域学校協働本部」へ発展させていくことが必要。
◆地域学校協働本部には、①コーディネート機能、②多様な活動（より多くの地域住民の参画）、③持続的な活動の３要素が必須。

地域学校協働活動の全国的な推進に向けて、地域学校協働本部が、早期に、全小・中学校区をカバーして構築されることを目指す

◆都道府県・市町村において、それぞれの地域や学校の特色や実情を踏まえつつ、地域学校協働活動を積極的に推進。国はそれを総合的に支援。
◆地域住民や学校との連絡調整を行う「地域コーディネーター」及び複数のコーディネーターとの連絡調整等を行う「統括的なコーディネーター」の
配置や機能強化（持続可能な体制の整備、人材の育成・確保、質の向上等）が必要。

◆国：全国的に質の高い地域学校協働活動が継続的に行われるよう、制度面・財政面を含めた条件整備や質の向上に向けた方策の実施が必要。

○地域学校協働活動推進のための体制整備の必要性及びコーディネーターの役割・資質等について明確化
○各都道府県・市町村における推進に対する財政面の支援 ○都道府県、市町村、コーディネーター間の情報共有、ネットワーク化の支援 等

◆都道府県教育委員会：都道府県としてのビジョンの明確化・計画の策定、市町村における推進活動の支援、都道府県立学校に係る活動体制の推進 等
◆市町村教育委員会 ：市町村としてのビジョンの明確化・計画の策定、体制の整備、コーディネーターの配置、研修の充実 等

＜地域学校協働活動の総合的な推進方策＞
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「次世代の学校」の創生に必要不可欠な教職員定数の戦略的充実「次世代の学校」の創生に必要不可欠な教職員定数の戦略的充実

「次世代の学校・地域」創生プラン（馳プラン）
～中教審３答申の実現に向けて～

子供

スクール
カウンセラー

スクール
ソーシャル
ワーカー

地域連携の
中核を担う
教職員

教員を
バックアップする
多様なスタッフ

・・・・・・

学校の組織運営改革
（⇒チーム学校）

教員

校長

子供へのカウンセリング等に
基づくアドバイス
校内研修の実施 等

子供たちが自立して活躍する「一億総活躍社会」「地方創生」の実現

地域学校協働本部

授業等の学習指導
生活指導・保護者対応 等

保護者・地域住民・企業・ＮＰＯ等

連携・協働

教員改革
（⇒資質向上）

ベテラン段階

養成・採用・研修を通じた
不断の資質向上

中堅段階

１～数年目

採用段階

養成段階

教員育成指標

現職研修改革

採用段階の改革

養成段階の改革

・管理職研修の充実
・マネジメント力強化

・ミドルリーダー育成
・免許更新講習の充実

・チーム研修等の実施
・英語・ICT等の課題へ対応

・採用試験の共同作成
・特別免許状の活用

・インターンシップの導入
学校現場や教職を早期に体験

・教職課程の質向上

答申③←教育再生実行会議第７次提言

「地域学校協働活動」の推進
・郷土学習 ・地域行事 ・学びによるまちづくり
・放課後子供教室 ・家庭教育支援活動 等

保護者

子供への個別カウンセリング
いじめ被害者の心のケア 等

困窮家庭への福祉機関の紹介
保護者の就労支援に係る助言 等

←都道府県が策定

←国が大綱的に提示育成指標策定指針

答申②←教育再生実行会議第７次提言 答申①←教育再生実行会議第６次提言

コミュニティ・スクール

地域からの学校改革・地域創生
（⇒地域と学校の連携・協働）

要・法改正：免許法、教員センター法、教特法 要・法改正：学校教育法、地方教育行政法

要・法改正：地方教育行政法

要・法改正：社会教育法

校長の

リーダーシップの下
学校を運営

・学校運営の基本方針
・学校運営や教育活動 等

事務職員

予算の執行管理、情報管理等により
校長のマネジメントを支える

※共同実施により学校の事務を効率化

地域の人々が学校と連携・協働して、
子供の成長を支え、地域を創生

地域コーディネーター

学校運営
協議会

・校長のリーダーシップを応援
・地域のニーズに応える学校づくり

7
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